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広陵消防署大規模改修工事監理業務委託仕様書 

 

１．総則 

  奈良県広域消防組合広陵消防署（以下「発注者」という。）が実施する広陵消防署

大規模改修工事（以下「本工事」という。）において、工事の品質を保持し、工期内

に適切な工事の遂行を目的に必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務名称 

  広陵消防署大規模改修工事監理業務委託 

 

３．履行期間 

  契約締結日翌日から令和９年２月 26日まで 

 

４．施設概要 

  この建築工事監理業務（以下「本業務」という。）の対象となる施設の概要は、以

下のとおりとする。 

（１） 施設の名称：奈良県広域消防組合広陵消防署  

（２） 施設の場所：奈良県北葛城郡広陵町大字疋相 374番地１ 

（３） 施設の用途：消防庁舎、車庫、倉庫、訓練棟 

 

５．対象工事の概要 

本工事の名称及び工期等は、次のとおりとする。  

（１）工事名：広陵消防署大規模改修工事 

（２） 工事概要 

ア 工事場所 

（地名地番）奈良県北葛城郡広陵町大字疋相 374番地１ 

（施設名称）奈良県広域消防組合広陵消防署 

イ 工事名称 

  広陵消防署大規模改修工事 

ウ 工事概要 

広陵消防署本庁舎、倉庫棟、訓練棟及び副訓練棟の建築工事、電気設備

工事 

エ 建物概要 
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   広陵消防署庁舎棟・倉庫棟鉄骨造２階建て、訓練棟・副訓練棟鉄骨造

４階建て 

 

６．技術者等要件 

  配置技術者は次のとおりとする。 

（１）管理技術者  

建築士法（昭和 25年法律第 202号）による一級建築士の資格を有する者。 

なお、参加資格の確認日以前に３か月以上の雇用関係（代表者可）にあること。 

（２）担当技術者 

担当技術者は、設計工事監理に係る５年以上の実務経験を有する者とし、各担

当者は公共建築工事標準仕様書、又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事

監理の経験を有する者を、総合、電気設備の各分野に 1名配置すること。 

 

７．業務仕様 

（１）業務仕様 

広陵消防署大規模改修工事監理業務委託仕様書に記載されていない事項は、国

土交通省大臣官房官庁営繕部、令和３年改訂「建築工事監理業務委託共通仕様書」

（以下「共通仕様書」という。）による。 

（２）工事監理業務 

  ア．一般業務 

     一般業務は、共通仕様書に規定した項目のほか、下記の（ア）～（イ）によ

るものとする。また、各項目に定めた確認及び検討の詳細な方法については、

共通仕様書に定めによるほか、発注者の指示によるものとする。なお、業務内

容に疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議するものとする。 

（ア） 工事監理に関する業務  

  a.設計内容を把握し、工事受注者等に正確な指示を伝えるための業務  

（a）設計図書の検討 

設計図書について検討し、内容に疑義があった場合は発注者と協議する。 

（b）工事受注者等との打合せ 

管理技術者は、打合せに出席し進行を行うものとする。 

  ・ 設計図書について工事受注者等より質疑があった場合、工事受注者等と

十分に調整のうえ、発注者と協議する。 

  ・工事受注者等との打合せは、工事期間中、週一回程度（定例打合せ）を実

施し、それ以外に必要に応じ適宜打合せを実施するものとする。 
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（c）図面等の作成 

    図面等の作成とは、設計図書の内容を工事受注者等に技術的な観点から

捕捉し、伝達するための詳細図等の作成に限る。 

ｂ.施工図等の検討及び報告等  

(a)施工図等の検討及び報告  

検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工

事と設備工事との整合の確認等について十分留意する。 施工図の検討をよ

り効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図を作成した場合

についても検討を行うこととする。 

(b)工事材料、設備機器等の検討及び報告 

       ｃ.工事と設計図書との内容に合致するかどうかの確認 

確認については、試験、目視、計測の各行為を現場立会い、又は工事受注者

等が行った試験、目視、計測の結果を記した書面のいずれかの方法で行うもの

とする。 

     （イ）工事契約及び指導監督に関する業務 

       a.実施工程表の検討及び報告 

b.施工計画書を確認する業務 

c.品質計画を検討する業務 

d.工事請負契約の目的物の引渡しの立会い等 

e.関係機関の検査の立会い等 

f.工事費支払いの審査 

イ．その他の業務 

その他の業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な

方法については、発注者の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じ

た場合には、速やかに発注者と協議するものとする。 

    （ア）関連工事の調整に関する業務 

          工事が複数の請負者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接

に関連する場合、必要に応じて工事受注者等の協力を受けて調整を行うべき事

項を検討すること。 

  （イ）施工計画等の特別な検討・助言に関する業務 

     技術的観点から検討し、工事受注者等に対して助言すべき事項を検討するこ

と。 

  （ウ）完成図の確認 

a.設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について、その内容が
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適切であるか否かを確認し、結果を発注者に報告する。なお、確認の結果、適

切でないと認められる場合は、工事受注者等に対して修正を求めるべき事項を

検討すること。 

        b.設計図書の変更がある場合は変更資料の作成を行うこと。 

（３）業務の実施 

    ア．適用の基準 

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとす

る。年版は実施設計時において最新版とする。 

  （ア）建築 

    a.公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

b.公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

c.建築設計基準・同解説  

d.建築構造設計基準・同解説  

e.建築鉄骨設計基準・同解説  

f.建築工事標準詳細図  

g.構内舗装・排水設計基準 

h.建築工事監理指針（上・下） 

i.県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携（奈良県県土マネジメント部） 

j.建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集（奈良県県土マネジメント部） 

 

（イ） 設備 

a.公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）  

b.公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

c.公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

d.建築設備計画基準  

e.建築設備設計基準  

f.建築設備耐震設計 

g.施工指針  

h.建築設備設計計算書作成の手引き 

i.電気設備工事監理指針  

j.建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集（奈良県県土マネジメント部） 

 イ．打合せ及び記録 

   発注者との打合せは、次の時期に行い、本業務が適切に行われるよう工事受注者

と定期的かつ密接に連絡を取り、施工状況について把握しなければならない。  
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（ア）業務着手時 

（イ）業務計画書に定める時期  

（ウ）発注者又は管理技術者が必要と認めた時 

 ウ．業務計画書 

業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。 

   （ア）業務一般事項 

a.業務の目的  

b.業務計画書の適用範囲  

c.業務計画書の適用法令 

d.業務計画書の適用基準類 

 e.業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法  

業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合

の処置方法を把握した上で、その内容を記載する。 

（イ）業務工程計画 

本工事の実施工程と整合を図るため、工事受注者から提出される工事の実施

工程表の内容を十分検討の上、作成すること。なお、検討に用いた実施工程表

についても参考として添付すること。 

  （ウ）業務体制 

a.受注者側の管理体制 

b.業務運営計画 

c.現場定例会議に必ず参加するものとし、現場定例会議の開催に係る事項 （出

席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項）を記載する。 

d.管理技術者の経歴  

e.業務フロー  

（エ）業務方針 

仕様書に定められた本業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 

また、受注者として特に重点をおいて実施する業務等についても記載する。 

エ．貸与資料 

本工事の設計図書、及び工事費内訳書 

  オ．関係官庁への手続き等 

官庁への手続き等がある場合は、都市計画法、建築基準法等の法令に基づき 官

公庁の検査（建築主事等関係官署の検査）に必要な書類を作成、提出し、検査に 立

ち会うこと。 

カ．検査  
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受注者は、本業務が完了したときは、ただちにその旨を発注者に通知しなければ

ならない。 

 

８．提出書類 

  本業務の実施に当たっては、次の書類を遅滞なく提出すること。 

（１）契約後、すぐに提出するもの。 

  ア．管理技術者・担当技術者通知書（氏名・経歴等） 

   イ．業務計画書（任意書式） 

   ウ．業務着手届 

（２）工事施工中、毎月初めに提出するもの。 

 ア．監理業務日誌 

 イ．工事出来高報告書 

 ウ．監理業務時間集計表 

 エ．その他必要と認められる書類 

（３）その都度、提出するもの。 

   打ち合わせ記録簿 

（４）業務完了時に提出するもの。 

 ア．業務完了報告書 

 イ．業務完了通知書 

 ウ．引渡し書 

 エ．建築士法第 20 条第３項に基づく工事監理報告書 

オ．その他必要と認められる書類 

 

９．特記事項  

（１）関係法令の手続きを含む。（建築物の計画の変更が生じた場合も同様とする。工

事受注者が行うものを除く。） 

（２）計画の変更が生じた場合、その対応を検討し発注者と協議すること。また、工事

内容の変更等による数量積算及び図面修正を行うこと。  

(３）施工に際して、近隣住民、地元自治会との調整については誠意をもって対応する

こと。  

(４）工事の進捗状況により履行期間の変更を行う場合がある。なお、履行期間の変更

に伴う契約金額の変更は行わない。 

 

10．業務の完了 
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   発注者の検査に合格したことをもって業務の完了とする。 

 

11．支払条件 

   業務完了後、発注者が受注者の適法な請求を受け取った日から 30日以内に支払う 

ものとする。 

   


